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（ 1） 建久期の東大寺復興造像と鎌倉幕府

建
久
期
の
東
大
寺
復
興
造
像
と
鎌
倉
幕
府

塩　

澤　

寛　

樹

は
じ
め
に

　

源
平
合
戦
の
最
中
の
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
二
月
、
東
大
寺
と
興
福
寺
が
炎
上
し
た
い
わ
ゆ
る
南
都
焼
き
討
ち
と
呼
ば
れ
る
未
曾

有
の
事
件
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
そ
の
翌
年
か
ら
着
手
さ
れ
た
南
都
復
興
の
事
業
は
、
そ
の
過
程
で
様
々
な
新
し
い
文
化

を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
彫
刻
史
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
康
慶
、
運
慶
ら
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
新
様
式
が
開
花
す

る
舞
台
に
な
っ
た
と
し
て
、
研
究
史
上
か
ね
て
よ
り
注
目
さ
れ
て
き
た
。

　

と
り
わ
け
東
大
寺
復
興
の
第
二
段
階
と
も
い
え
る
、
建
久
五
年
十
二
月
か
ら
始
ま
る
中
門
二
天
像
以
降
、
大
仏
殿
内
脇
侍
像
・
四
天
王

像
、
南
大
門
金
剛
力
士
像
の
造
像
は
、
鎌
倉
時
代
彫
刻
史
の
重
要
な
節
目
と
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
造
像
は
、
慶
派
仏
師
が
独
占
的

に
行
っ
た
こ
と
が
判
っ
て
お
り
、
南
都
復
興
当
初
、
院
派
・
円
派
に
比
べ
て
劣
勢
で
あ
っ
た
彼
ら
が
、
両
派
と
肩
を
並
べ
、
躍
進
を
果
た
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（ 2）（ 3） 建久期の東大寺復興造像と鎌倉幕府

し
た
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
慶
派
に
よ
る
独
占
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
は
、
東
大
寺
の

復
興
事
業
を
幕
府
が
強
く
支
援
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
文
治
年
間
以
来
、
慶
派
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
き
た
幕
府
が
、
復
興
造
像
へ

の
起
用
を
後
押
し
を
し
た
か
ら
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
近
時
、
山
本
勉
氏
は
、
こ
れ
は
幕
府
関
係
の
造
像
を
担
当
す
る
仏
師
の
主
流
が
成

朝
か
ら
康
慶
一
門
に
移
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
康
慶
工
房
の
規
模
の
大
き
さ
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る（

1
）。

　

し
か
し
、
鎌
倉
時
代
の
彫
刻
史
上
、
確
か
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
東
大
寺
復
興
造
像
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
側
か
ら
そ
の
造
像
事
情
を

考
察
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
な
見
方
も
可
能
か
と
私
考
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
幕
府
に
よ
る

東
大
寺
へ
の
復
興
支
援
の
全
体
像
を
確
認
し
、
次
い
で
院
尊
に
よ
る
光
背
制
作
の
事
情
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
中
門
像
・
大
仏
殿
内
諸
像

の
造
像
事
情
や
仏
師
選
定
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章　

復
興
支
援
の
状
況
、
主
体
者
、
目
的

　

最
初
に
、
幕
府
に
よ
る
東
大
寺
復
興
支
援
の
状
況
を
年
表
で
振
り
返
り
な
が
ら
、
基
本
的
な
問
題
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
復
興
を
支
援
し
た
期
間
を
確
認
し
て
お
く
と
、
稿
末
の
年
表
の
通
り
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
に
始
ま
り
、
建
久
年
間
後
半

に
及
ぶ
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
大
寺
復
興
に
関
わ
る
造
仏
を
考
え
る
際
に
は
、
や
は
り
全

体
を
見
通
し
て
の
視
点
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
支
援
の
内
容
に
は
、
米
や
黄
金
な
ど
を
奉
加
す
る
と
い
う
直
接
的
な
も
の

と
、
配
下
の
御
家
人
に
命
じ
て
仕
事
を
請
け
負
わ
せ
る
と
い
う
間
接
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。

　

そ
の
上
で
、
改
め
て
こ
れ
ら
支
援
の
幕
府
側
主
体
者
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
伝
え
る
史
料
・
文
書
を
見
る
と
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
主
体
者
が
頼
朝
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
復
興
支
援
は
幕
府
に
よ
る
も
の
と
い
え
な
く
は
な
い
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が
、
よ
り
正
確
に
は
頼
朝
の
強
い
意
志
に
よ
る
も
の
と
捉
え
た
方
が
よ
い
。
も
っ
と
も
、
頼
朝
執
政
下
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
全
て
の
判
断
・

決
断
が
基
本
的
に
は
彼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
、
復
興
に
関
わ
る
こ
と
だ
け
が
特
別
な
こ
と
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
と
は
い
え
、
頼
朝
が
継
続
し
て
並
々
な
ら
ぬ
意
志
を
も
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
れ
を
正
し
く
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、

考
察
の
前
提
と
し
て
重
要
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
以
後
、
彼
を
こ
の
支
援
の
主
体
者
と
見
て
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
。

　

次
に
、
支
援
の
目
的
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
頼
朝
の
信
仰
心
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
東
大
寺
復
興

の
大
檀
越
と
な
る
と
い
う
政
治
的
意
図
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
本
稿
も
そ
れ
に
全
面
的
に
賛
同
し
た
い
。
頼
朝
の

意
図
は
、
例
え
ば
『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
三
月
七
日
条
に
載
る
頼
朝
が
南
都
衆
徒
に
送
っ
た
書
状
に
、「
如
レ
旧
令
レ
遂
二
修
復
造
営
一
。

可
レ
被
レ
奉
レ
祈
二
鎮
護
国
家
一
也
。」（
旧
の
如
く
修
復
造
営
を
遂
げ
し
め
、
鎮
護
国
家
を
祈
り
奉
ら
る
べ
き
な
り
）、「
王
法
仏
法
共
以
繁
昌

候
歟
」（
王
法
仏
法
共
に
以
て
繁
昌
し
候
は
ん
か
）
と
あ
り
、
鎮
護
国
家
、
王
法
仏
法
の
繁
昌
と
い
う
国
家
的
な
政
治
的
目
的
を
果
た
し
、

そ
れ
を
天
下
に
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
と
対
照
的
に
、
私
寺
の
興
福
寺
に
は
冷
淡
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
東
大
寺
復
興
に
対
す

る
頼
朝
の
意
図
と
意
欲
を
見
出
せ
よ
う
。
た
だ
し
、
支
援
の
経
過
や
内
容
を
さ
ら
に
細
か
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
目
的
や
関
心

の
所
在
を
よ
り
正
確
に
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
年
表
か
ら
頼
朝
自
身
が
米
・
黄
金
・
絹
な
ど
を
奉
加
し

た
、
直
接
的
な
支
援
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

①
元
暦
元
年
六
月
の
大
仏
鍍
金
用
の
黄
金
千
両

　

②
文
治
元
年
三
月
の
米
一
万
石
・
沙
金
一
千
両
・
上
絹
一
千
疋

　

③
建
久
五
年
三
月
の
光
背
漆
箔
の
た
め
の
砂
金
二
百
両

　

④
同
年
五
月
の
光
背
漆
箔
の
た
め
の
砂
金
百
三
十
両

　

⑤
建
久
六
年
三
月
の
大
仏
殿
供
養
に
奉
納
の
米
一
万
石
・
沙
金
一
千
両
・
上
絹
一
千
疋
及
び
東
大
寺
へ
の
馬
千
疋
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（ 4）（ 5） 建久期の東大寺復興造像と鎌倉幕府
　

右
を
少
し
補
足
す
れ
ば
、
②
は
大
仏
開
眼
供
養
の
五
か
月
前
で
、
奉
加
の
内
容
が
⑤
の
大
仏
殿
供
養
の
折
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
は
開
眼
供
養
へ
の
奉
加
と
推
察
さ
れ
る
。
す
る
と
、
頼
朝
が
直
接
行
っ
た
奉
加
の
中
身
は
、
大
仏
鍍
金
（
①
）
及
び
光
背
漆
箔
の
た

め
の
金
（
③
④
）
と
、
大
仏
開
眼
供
養
（
②
）
及
び
大
仏
殿
供
養
（
⑤
）
へ
の
米
・
金
・
絹
等
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ

れ
を
見
れ
ば
、
彼
の
関
心
の
所
在
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
大
仏
（
本
体
と
光
背
）
の
完
成
、
と
り
わ
け
仕
上
げ
の
金
色
と
、
大

仏
開
眼
や
大
仏
殿
建
立
と
い
っ
た
区
切
り
で
の
大
き
な
供
養
の
二
つ
に
絞
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
最
も
中
心
と
な
る
こ
と
へ
奉
加
す
る

こ
と
に
よ
り
、
大
檀
越
と
し
て
の
存
在
を
効
果
的
に
天
下
に
示
す
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
総
仕
上
げ
が
建
久

六
年
三
月
十
二
日
の
大
仏
殿
供
養
へ
の
軍
兵
数
万
を
率
い
て
の
参
列
で
あ
っ
た
。
そ
の
姿
が
都
人
ら
に
い
か
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
か

は
、『
愚
管
抄（

2
）』
な
ど
に
記
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
時
の
参
列
で
頼
朝
の
目
的
は
ほ
ぼ
完
全
に
果
た
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

以
上
を
別
の
角
度
か
ら
見
る
と
、
前
記
の
よ
う
な
い
わ
ば
目
立
つ
部
分
以
外
で
は
、
彼
は
直
接
の
奉
加
な
ど
を
行
っ
て
い
な
い
。
御
家

人
ら
に
命
じ
て
請
け
負
わ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
大
仏
殿
建
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
木
材
調
達
に
関
し
て
も
、
彼
自
身
は
費
用
負
担
を
し
て

い
な
い
。
自
ら
奉
加
す
べ
き
こ
と
と
配
下
に
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
を
峻
別
す
る
と
い
う
冷
徹
な
姿
勢
は
、
実
に
徹
底
し
て
い
る
と
さ
え
い

え
る
。
こ
う
し
た
頼
朝
の
支
援
に
対
す
る
姿
勢
や
方
針
は
、
そ
の
間
の
造
仏
の
仏
師
選
定
を
検
討
す
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。

第
二
章　

大
仏
光
背
の
制
作

　

建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
三
月
十
二
日
に
始
ま
っ
た
大
仏
光
背
の
制
作
は
、
そ
の
後
の
中
門
二
天
像
、
大
仏
殿
内
脇
侍
像
・
四
天
王
像
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な
ど
に
比
べ
て
、
こ
と
さ
ら
に
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
感
が
あ
る
が
、
大
仏
の
光
背
で
あ
る
以
上
、
大
仏
殿
内
諸
像
よ
り
も
重
要
な
、

よ
り
上
位
の
仕
事
と
み
ら
れ
る
。
復
興
の
経
過
か
ら
見
て
も
、
大
仏
本
体
の
次
で
、
脇
侍
像
・
四
天
王
像
よ
り
先
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

大
檀
越
た
る
こ
と
を
目
指
す
頼
朝
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
章
の
通
り
、
彼
は
自
ら
光
背
制
作
の
た
め
に
、
漆
箔
用

砂
金
を
二
度
に
わ
た
り
計
三
百
三
十
両
送
っ
て
い
る
。
光
背
は
大
仏
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
そ
の
完
成
は
来
る
べ
き
大
仏
殿
供
養
に
不
可

欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
光
背
制
作
は
、
法
印
院
尊
率
い
る
院
派
の
主
要
仏
師
た
ち
が
担
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
起
用
に
果

た
し
て
頼
朝
は
ど
の
程
度
関
与
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
彼
は
こ
の
仏
師
選
定
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
院
尊
と
頼
朝
と
い
え
ば
、
た
だ
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
か
ね
て
注
目
さ
れ
て
き
た
『
吾
妻
鏡
』
建
久
二
年
五
月
十
二
日
条

で
あ
る
。
こ
の
条
は
、
院
尊
が
造
っ
た
源
氏
調
伏
の
五
丈
毘
沙
門
天
像
が
近
く
供
養
さ
れ
る
と
の
報
告
に
、
頼
朝
が
不
快
を
示
し
た
こ
と

を
伝
え
る
が
、
こ
れ
に
何
ら
か
の
圧
力
を
加
え
る
工
作
を
し
た
ら
し
い
こ
と
、
こ
れ
を
鎌
倉
勝
長
寿
院
本
尊
の
仏
師
選
定
に
当
た
り
、
院

派
を
外
し
た
根
拠
と
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
は
以
前
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る（

3
）。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
の
こ
と
に
関
し
て
は
話
は
別
で
あ
ろ

う
。
光
背
制
作
の
仏
師
起
用
に
頼
朝
が
何
ら
か
の
意
志
を
及
ぼ
し
た
と
す
れ
ば
、
他
に
成
朝
も
、
康
慶
も
、
運
慶
も
、
あ
る
い
は
円
派
仏

師
も
い
た
中
で
、
わ
ざ
わ
ざ
院
尊
を
選
ぶ
と
い
う
の
は
ど
う
に
も
理
解
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
し
か
も
、『
吾
妻
鏡
』
は
頼
朝
の
奉
加
し

た
砂
金
は
直
接
京
都
の
院
尊
の
も
と
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
院
尊
一
門
の
起
用
が
い
か
な
る
経
緯
で
決
ま
っ
た
か
は
に
わ

か
に
は
明
ら
か
に
し
難
い
が
、
頼
朝
の
意
志
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か（

4
）。

　

先
述
の
よ
う
に
、
光
背
は
大
仏
殿
内
諸
像
よ
り
上
位
で
あ
り
、
頼
朝
の
関
心
も
高
か
っ
た
。
東
大
寺
復
興
造
像
の
仏
師
選
定
に
、
全
般

的
に
頼
朝
の
意
志
が
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
光
背
制
作
に
こ
そ
、
そ
の
力
が
及
ん
で
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
一
章
で
眺

め
た
頼
朝
の
東
大
寺
復
興
へ
の
姿
勢
や
、
院
尊
に
よ
る
光
背
制
作
な
ど
を
見
る
限
り
、
彼
は
東
大
寺
復
興
造
仏
の
仏
師
選
定
に
何
ら
か
の
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力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
頼
朝
に
と
っ
て
は
、
誰
に
よ
っ
て
光
背
が
造
ら
れ
る
か
で
は
な
く
、
自
ら
の
奉

加
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
光
背
が
完
成
す
る
こ
と
自
体
が
重
要
で
、
そ
の
功
に
よ
り
大
檀
越
と
な
る
こ
と
が
関
心
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
は
担
当
仏
師
が
誰
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
点
に
関
心
は
な
く
、
ま
た
、
仏
師
選
定
に
い
た
ず
ら
に
介
入
す
る
気
も
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章　

中
門
二
天
像
と
大
仏
殿
諸
像
の
仏
師
選
定

　

中
門
二
天
像
と
大
仏
殿
内
諸
像
の
造
像
経
過
は
、
中
門
像
は
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
十
二
月
二
十
六
日
に
始
ま
り
、
大
仏
殿
内
諸
像

に
つ
い
て
は
、『
東
大
寺
続
要
録
』（
以
下
『
続
要
録
』）、『
東
大
寺
造
立
供
養
記
』（
以
下
『
造
立
供
養
記
』）、『
鈔
本
東
大
寺
要
録
』（
以

下
『
鈔
本
要
録
』）
な
ど
の
記
載
に
違
い
が
あ
る
が
、
毛
利
久
氏
の
詳
細
な
検
討
に
よ
り
脇
侍
像
は
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
六
月
十
八

日
に
始
ま
り
、
八
月
二
十
七
日
に
完
成
、
四
天
王
像
は
同
年
八
月
二
十
七
日
に
始
ま
り
、
十
二
月
十
日
に
完
成
し
た
と
整
理
さ
れ（

5
）、
現
在

も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
述
の
通
り
、
大
仏
殿
内
諸
像
の
造
像
に
は
奉
行
が
存
在
し
た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ

こ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ら
の
諸
像
の
造
像
事
情
や
仏
師
選
定
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
頼
朝
の
関
与
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
第
一
章
で
は
、
幕
府
方
に
よ
る
復
興
の
主
体
は
頼
朝
で
、
彼
は
大
仏
本
体
に

関
わ
る
こ
と
及
び
二
度
の
供
養
以
外
に
は
直
接
の
奉
加
は
せ
ず
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
御
家
人
に
請
け
負
わ
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ

の
点
か
ら
す
る
と
、
大
仏
殿
内
脇
侍
像
・
四
天
王
像
を
御
家
人
達
に
奉
行
さ
せ
た
の
は
、
決
し
て
異
例
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ

以
前
か
ら
の
一
貫
し
た
や
り
方
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
六
軀
に
つ
い
て
も
、
初
め
か
ら
頼
朝
は
自
ら
関
わ
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
第
二
章
に
お
い
て
、
大
仏
光
背
の
仏
師
選
定
は
、
頼
朝
の
意
志
で
は
な
い
こ
と
を
推
定
し
た
。
と
す
る
と
、
当
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初
か
ら
直
接
に
関
わ
る
気
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
仏
殿
内
諸
像
の
仏
師
に
関
し
て
、
光
背
の
時
と
は
一
転
し
て
、
頼
朝
が
何
ら
か
の

指
示
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
果
た
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。
頼
朝
と
し
て
は
、
御
家
人
に
命
じ
て
諸
像
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大

檀
越
と
し
て
の
面
目
を
示
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
、そ
れ
以
上
の
細
か
な
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
は
、
大
仏
殿
内
諸
像
の
担
当
仏
師
に
関
し
て
、
頼
朝
が
関
与
し
た
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
導
か
れ
る
こ
と
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
こ
で
、
次
に
幕
府
側
奉
行
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
大
仏
殿
内
脇
侍
像
・
四
天
王
像
の
六
軀
に
幕
府
側
の
奉
行
が
存
在

し
た
こ
と
を
伝
え
る
記
事
と
し
て
、『
吾
妻
鏡
』建
久
五
年
六
月
二
十
八
日
条
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。同
条
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る（『
國

史
大
系
』
本
に
よ
る
）。「
造
東
大
寺
間
事
。
将
軍
家
旁
令
二
助
成
一
給
。
材
木
事
。
仰
二
左
衛
門
尉
高
綱
一
。
於
周
二
防
國
一
。
殊
有
二
採
用
一
。

又
二
菩
薩
四
天
王
像
等
宛
二
御
家
人
一
可
レ
致
二
造
立
一
云
々
。
所
謂
観
音
。
宇
都
宮
左
衛
門
尉
朝
綱
法
師
。
虚
空
蔵
。
穀
倉
院
別
當
親
能
。
増
長
。

畠
山
次
郎
重
忠
。
持
國
。
武
田
太
郎
信
義（

6
）。
多
聞
。
小
笠
原
次
郎
長
清
。
廣
目
。
梶
原
平
三
景
時
。
又
戒
壇
院
営
作
。
同
被
レ
仰
二
付
小
山
左
衛

門
尉
朝
政
。
千
葉
介
常
胤
以
下
二
訖
。
而
其
功
頗
遅
引
之
間
。
今
日
所
レ
被
二
催
促
一
也
。
但
各
偏
存
二
結
縁
之
儀
一
。
可
レ
成
レ
功
之
由
。
御

下
知
先
訖
。
只
以
下
随
二
公
事
一
之
思
上
。
縡
若
及
二
懈
緩
一
者
。
可
二
辞
申
一
之
旨
。
厳
密
被
二
触
仰
一
云
々
。」（
造
東
大
寺
の
間
の
事
、
将
軍

家
か
た
が
た
に
助
成
せ
し
め
給
ふ
。
材
木
の
事
は
、
左
衛
門
尉
高
綱
に
仰
せ
て
周
防
國
に
お
い
て
殊
に
採
用
有
り
。
ま
た
二
菩
薩
四
天
王

の
像
等
、
御
家
人
に
宛
て
造
立
を
致
す
べ
し
と
云
々
。
い
わ
ゆ
る
観
音
宇
都
宮
左
衛
門
尉
朝
綱
法
師
。
虚
空
蔵
穀
倉
院
別
當
親
能
。
増
長
畠
山

次
郎
重
忠
。
持
国
武
田
太
郎
信
義
。
多
聞
小
笠
原
次
郎
長
清
。
廣
目
梶
原
平
三
景
時
。
ま
た
戒
壇
院
の
営
作
、
同
じ
く
小
山
左
衛
門
尉
朝
政
。

千
葉
介
常
胤
以
下
に
仰
せ
付
け
ら
れ
訖
ん
ぬ
。
し
か
る
に
そ
の
功
頗
る
遅
引
す
る
の
間
、
今
日
催
促
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
な
り
。
但
し
、
お

の
お
の
偏
に
結
縁
の
儀
を
存
じ
、
功
を
成
す
べ
き
の
由
、
御
下
知
先
に
訖
ん
ぬ
。
た
だ
公
事
に
随
ふ
の
思
ひ
を
も
っ
て
し
、
縡
若
し
懈
緩

に
及
ば
ば
、
辞
し
申
す
べ
き
の
旨
、
厳
密
に
触
れ
仰
せ
ら
る
と
云
々
。）
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従
来
こ
の
記
事
は
、
奉
行
の
割
り
当
て
を
決
め
ら
れ
た
記
事
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
の
終

盤
で
は
「
事
が
頗
る
遅
引
」
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
頼
朝
が
催
促
を
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
「
事
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

に
つ
い
て
は
、
意
外
に
奥
が
深
く
、
二
通
り
の
解
釈
が
あ
り
得
る
か
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
そ
の
部
分
の
直
前
の
戒
壇
院
造
営
だ
け
を

指
す
と
す
る
見
方
で
、
そ
の
場
合
遅
れ
て
い
る
の
は
戒
壇
院
造
営
だ
け
な
の
で
、
催
促
を
受
け
た
の
も
千
葉
常
胤
と
小
山
朝
政
以
下
と
な

る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
に
書
か
れ
て
い
る
二
菩
薩
四
天
王
像
の
割
り
当
て
に
つ
い
て
は
こ
の
日
に
決
定
さ
れ
た
と
い
う
意
味
と
な
る
。
こ

の
解
釈
は
、
堀
池
春
峰
氏
を
は
じ
め（

7
）、
か
な
り
広
く
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ま
一
つ
、「
事
」
は
そ
の
前
の
全
て
を

受
け
る
と
見
る
読
み
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
く
『
大
日
本
史
料
』
が
そ
の
解
釈
を
採
っ
て
お
り
、「
是
ヨ
リ
先
キ
、幕
府
、家
人
ニ
課
シ
テ
、

東
大
寺
ノ
佛
像
及
ビ
戒
壇
院
ヲ
造
ラ
シ
ム
、
是
日
更
ニ
戒
飭
シ
テ
、
其
工
ヲ
怠
ル
コ
ト
勿
ラ
シ
ム
」
と
の
見
出
し
文
を
付
け
る（

8
）。
こ
の
場

合
、「
遅
引
」
し
て
い
た
の
は
、「
材
木
事
」、「
二
菩
薩
四
天
王
像
等
」、「
戒
壇
院
造
営
」
の
三
つ
と
な
り
、
催
促
を
受
け
た
の
も
こ
こ
に

名
が
挙
が
る
全
員
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

右
二
者
の
い
ず
れ
を
と
る
か
、
に
わ
か
に
は
決
め
が
た
い
も
の
の
、
記
事
全
体
の
構
成
、
文
脈
か
ら
見
る
と
、
こ
の
条
は
冒
頭
に
「
造

東
大
寺
間
事
。
将
軍
家
旁
令
助
成
給
。」
で
始
ま
り
、「
旁
か
た
が
た」
に
助
成
さ
せ
た
内
訳
と
し
て
、「
材
木
事
」、「
二
菩
薩
四
天
王
像
等
」、「
戒

壇
院
造
営
」
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
は
「
又
」
で
つ
な
が
れ
て
並
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。
戒
壇
院
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
同

じ
く
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
部
分
が
前
か
ら
の
続
き
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
記
事
の
解
釈
は
後

者
と
見
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
前
提
に
立
つ
と
、
次
の
こ
と
が
導
か
れ
る
。

　

① 

「
御
下
知
先
訖
（
御
下
知
先
に
訖
ん
ぬ
）」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
頼
朝
が
強
く
催
促
し
た
こ
と
か
ら
見
て
、
脇
侍
像
・
四
天

王
像
助
成
の
割
り
当
て
を
行
っ
た
の
は
建
久
五
年
六
月
二
十
八
日
を
あ
る
程
度
遡
る
で
あ
ろ
う
こ
と
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② 
脇
侍
像
・
四
天
王
像
造
立
に
向
け
た
準
備
は
こ
の
時
点
で
具
体
的
に
は
ま
だ
何
も
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
か
、
な
い
し
は
停
滞
し
た

状
態
で
あ
っ
た
こ
と

　

③ 

頼
朝
が
助
成
の
遅
れ
を
気
に
か
け
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
厳
し
い
催
促
を
し
た
こ
と

　

後
者
の
前
提
に
立
て
ば
、
①
は
当
然
の
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
助
成
の
割
り
当
て
を
行
っ
た
折
の
記
事
そ
の
も
の
は
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
③
に
関
連
し
て
、
記
事
の
様
子
か
ら
す
る
と
、
頼
朝
は
大
仏
殿
内
の
「
二
菩
薩
四
天
王
像
等
」
の
遅
れ
に
つ
い
て
か
な
り

厳
し
い
催
促
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
記
事
の
末
尾
部
分
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
脅
し
に
近
い
。
大
仏
本
体
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
こ
の

六
軀
に
彼
が
そ
れ
ほ
ど
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
頼
朝
の
姿
勢
か
ら
見
て
、
六
軀
の
完
成
を
来
る
べ
き

大
仏
殿
供
養
に
間
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
頼
朝
の
当
初
の
目
論
見
は
、
脇
侍
像
・
四
天

王
像
造
立
を
含
め
て
の
大
仏
殿
の
完
成
、
及
び
二
天
像
造
立
を
含
め
た
中
門
の
造
営
を
、
大
仏
殿
供
養
の
前
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
門
の
完
成
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
回
廊
の
造
営
も
含
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。『
続
要
録
』
供
養
篇
建

久
記
に
は
、「
入
自
東
西
廻
廊
中
門
」
と
の
記
述
が
あ
る（

9
）。
中
門
・
回
廊
・
大
仏
殿
を
揃
え
て
、
伽
藍
中
心
部
の
体
裁
を
一
通
り
整
え
、

そ
の
上
で
大
仏
殿
供
養
に
臨
む
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

右
の
想
定
は
、
仏
所
や
仏
師
の
選
定
に
関
し
て
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
れ
ら
八
軀
の
現
実
の
造
像
経
過
は
、
建
久
五
年
十
二
月

末
か
ら
始
ま
っ
た
中
門
二
天
像
が
早
く
、
大
仏
殿
供
養
を
挟
ん
で
、
建
久
七
年
六
月
か
ら
脇
侍
像
、
同
年
八
月
か
ら
四
天
王
像
と
い
う
順

で
あ
る
が
、
仏
所
選
定
に
関
し
て
は
、
意
外
に
早
く
、
一
括
し
て
行
わ
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
田
邉
三
郎
助
氏
は
大
仏
殿

内
諸
像
に
つ
い
て
、「
仏
師
の
選
定
も
あ
る
い
は
こ
の
時
点
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
さ
れ（
10
）、『
吾
妻
鏡
』
が
奉
行
人
の
名
を
記
し
た

建
久
五
年
六
月
頃
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
前
記
①
②
の
通
り
、
頼
朝
の
厳
し
い
催
促
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
同
年
六
月
二
十
八
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日
の
時
点
で
決
定
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
降
、
中
門
像
開
始
ま
で
に
は
、
康
慶
一
門
へ
一
括
し
て
注
文
さ
れ
た

と
見
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
建
久
六
年
の
大
仏
殿
供
養
の
際
の
康
慶
へ
の
勧
賞
に
運
慶
が
譲
ら
れ
て
法
眼
に
な
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
も
、
経
過
だ
け
見
れ
ば
康
慶
、
運
慶
は
何
に
対
す
る
勧
賞
か
が
見
え
て
こ
な
い
が
、
右
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
合
点
が
ゆ

く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
田
邉
氏
は
、
中
門
二
天
像
に
対
す
る
賞
と
み
ら
れ
、「
二
天
の
仕
事
は
康
慶
に
下
命
に
な
り
、
康
慶
の
責
任
の

下
に
定
覚
・
快
慶
が
一
体
ず
つ
を
担
当
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
ら
れ
て（
11
）、
最
近
山
本
勉
氏
も
こ
の
考
え
方
を
支
持
さ
れ
て
い
る（
12
）。

こ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
大
仏
殿
内
諸
像
と
中
門
像
の
全
八
軀
が
ま
と
め
て
計
画
さ
れ
、
そ
の
担
当
仏
師
も
初
め
に
決
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、

康
慶
や
運
慶
が
中
門
像
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
の
も
う
な
ず
け
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
八
軀
は
建
久
五
年
六
月
二
十
八
日
以
降
、
遅
く
と

も
中
門
像
造
像
が
始
ま
る
同
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
に
、
康
慶
一
門
へ
一
括
し
て
注
文
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

一
方
、
頼
朝
が
当
初
は
、
大
仏
殿
内
諸
像
と
中
門
像
を
大
仏
殿
供
養
に
間
に
合
わ
せ
る
構
想
を
抱
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
中
門
像
に
も

幕
府
側
奉
行
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
吾
妻
鏡
』
建
久
五
年
六
月
二
十
八
日
条
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
た
、

助
成
を
命
じ
ら
れ
た
「
旁
か
た
が
た

」
と
は
、
こ
の
時
催
促
を
受
け
た
人
々
だ
け
を
指
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
大
仏
殿
内
諸
像
に
つ

い
て
も
、『
続
要
録
』
造
仏
篇
は
六
人
の
奉
行
の
う
ち
、
観
音
・
虚
空
蔵
に
つ
い
て
の
二
人
し
か
伝
え
て
お
ら
ず
、
四
天
王
像
分
は
記
録

さ
れ
て
い
な
い
し
、戒
壇
院
造
営
に
関
し
て
も
幕
府
側
奉
行
の
存
在
を
記
さ
な
い
。
つ
ま
り
、東
大
寺
側
の
記
録
に
見
え
な
い
か
ら
と
い
っ

て
、
幕
府
側
の
奉
行
が
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。『
吾
妻
鏡
』に
も
、
奉
行
決
定
の
折
の
記
事
は
存
在
し
な
い
こ
と
は
前

に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
何
も
問
題
が
な
か
っ
た
ら
、
奉
行
の
名
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
一
章
の
検
討
か
ら
見
て
も
、
こ

の
時
期
の
支
援
の
う
ち
で
頼
朝
が
直
接
に
手
を
下
さ
な
い
仕
事
に
は
、
幕
府
方
奉
行
の
存
在
を
想
定
す
る
の
は
む
し
ろ
自
然
で
さ
え
あ
ろ

う
。
八
軀
が
ま
と
め
て
計
画
さ
れ
、
注
文
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
中
門
像
に
も
奉
行
は
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
以
上
を
前
提
に
し
て
、
中
門
像
と
大
仏
殿
内
諸
像
の
全
八
軀
が
康
慶
一
門
に
依
頼
さ
れ
た
の
は
い
か
な
る
事
情
で
あ
っ
た
か
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を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
選
定
を
行
っ
た
の
が
、
重
源
あ
る
い
は
寺
家
な
の
か
、
幕
府
方
な
の
か
、
い
ま
確
か
な
手
が
か
り
は
な
い
が
、

建
久
六
年
三
月
の
大
仏
殿
供
養
は
大
檀
越
頼
朝
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
く（
13
）、
そ
れ
に
至
る
復
興
事
業
は
幕
府
方
の
大
い
な
る

支
援
に
よ
っ
て
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
意
向
が
仏
師
選
定
に
反
映
さ
れ
た
と
い
う
従
来
の
見
方
は
基
本
的
に
は
従
う
べ
き
か
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
頼
朝
自
身
は
選
定
に
直
接
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
は
奉
行
た
る
御
家
人
達
の
意
向
が
何
ら

か
の
作
用
を
及
ぼ
し
た
と
み
る
他
は
な
い（
14
）。

　

そ
こ
で
、い
ま
一
度
『
吾
妻
鏡
』
建
久
五
年
六
月
二
十
八
日
条
に
記
さ
れ
た
大
仏
殿
内
諸
像
六
軀
及
び
戒
壇
院
の
奉
行
八
人
を
み
る
と
、

確
か
に
よ
く
知
ら
れ
た
有
力
御
家
人
が
並
ん
で
い
る
が
、
い
さ
さ
か
妙
な
こ
と
に
も
気
付
か
れ
る
。
こ
の
八
人
の
中
に
、
北
条
氏
、
三
浦

氏
、
足
利
氏
と
い
っ
た
最
も
有
力
な
御
家
人
達
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
、
大
仏
殿
内
諸
像
の
奉
行
六
人
は
現
状
で
は
康
慶
一
門
と
の
縁
を

持
つ
こ
と
が
知
ら
れ
な
い
人
物
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
全
く
の
推
測
と
な
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
二
通
り
の
見
方

が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
中
門
像
奉
行
の
候
補
と
し
て
北
条
氏
ら
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら

が
奉
行
と
し
て
参
加
し
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
関
係
か
ら
見
て
、
康
慶
一
門
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
。
そ
の
場
合
、

中
門
像
が
大
仏
殿
内
諸
像
よ
り
も
格
下
の
像
で
あ
る
こ
と
が
気
に
な
る
が
、
北
条
氏
は
法
量
が
小
さ
く
負
担
の
少
な
い
仕
事
を
担
当
し
、

よ
り
像
高
が
高
く
、
負
担
も
大
き
く
、
供
養
ま
で
に
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
仕
事
を
他
氏
へ
回
し
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
加

え
て
、
大
仏
殿
内
諸
像
は
建
物
の
完
成
を
待
た
な
い
と
開
始
が
難
し
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ（
15
）、
逆
に
中
門
像
は
大
仏
殿
造

営
と
関
わ
り
な
く
造
立
で
き
、
供
養
ま
で
の
完
成
を
計
算
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
考
え
る
べ
き
は
、
総
奉
行
の
存
在
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
だ
け
の
大
事
業
を
多
く
の
御
家
人
が
奉
行
と
し
て

足
並
み
を
揃
え
て
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
総
奉
行
の
存
在
は
不
可
欠
か
と
も
思
わ
れ
る
。
同
じ
時
期
に
総
奉
行
的
な
人
物
を
推
定
で
き
る
例

と
し
て
、
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
五
月
に
行
わ
れ
た
頼
朝
の
藍
澤
・
富
士
野
の
御
狩
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
御
狩
は
東
国
に
お
い
て
頼
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朝
の
覇
権
を
天
下
に
示
す
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
重
要
な
行
事
で
、
駿
河
国
藍
澤
・
富
士
野
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
際
、
北
条
時
政
は
狩
り
に
先
立
っ
て
予
め
駿
河
に
下
向
し
、
狩
倉
を
見
た
り
、
御
旅
館
の
準
備
な
ど
を
狩
野
介
宗
茂
を
奉
行
と
し
て

伊
豆
・
駿
河
両
国
の
御
家
人
に
命
じ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（
16
）。
こ
の
時
の
時
政
の
役
目
は
総
奉
行
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
御
狩
は
藍
澤
・
富
士
野
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
同
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
下
野
国
那
須
野
な
ど
で
も
行
わ

れ
て
お
り（
17
）、
一
連
の
示
威
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
那
須
野
の
折
り
は
、「
藍
澤
」
の
屋
形
を
解
体
し
て
事
前
に
運
び（
18
）、
狩
り
終

了
後
に
再
び
戻
し
た
り（
19
）、
狩
り
の
付
き
人
「
御
隔
心
な
き
」
二
十
二
人
の
筆
頭
に
北
条
義
時
が
挙
げ
ら
れ
る
な
ど（
20
）、
こ
の
時
の
世
話
に
も

北
条
氏
が
指
揮
を
執
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
恐
ら
く
時
政
が
、
こ
の
一
連
の
御
狩
に
お
け
る
総
奉
行
の
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ば
、
東
大
寺
中
門
及
び
大
仏
殿
内
の
諸
像
造
立
に
総
奉
行
が
置
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
北
条
氏
を
宛
て
る
の
が
最

も
ふ
さ
わ
し
い
。
頼
朝
は
、
こ
の
時
期
、
建
久
四
年
の
御
狩
と
同
六
年
の
大
仏
殿
供
養
に
お
け
る
大
檀
越
と
い
う
、
い
わ
ば
天
下
に
覇
権

を
示
す
大
イ
ベ
ン
ト
を
東
西
で
相
次
い
で
行
っ
た
と
い
え
る
が
、
御
狩
に
次
い
で
、
東
大
寺
供
養
に
欠
か
せ
な
い
諸
像
造
立
の
総
奉
行
と

い
う
役
を
時
政
が
行
っ
た
と
見
る
の
は
憶
測
が
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
右
記
の
二
つ
の
疑
問
も
解
決
が
付
き
、
康

慶
、
運
慶
へ
の
造
像
依
頼
を
最
も
無
理
な
く
想
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
果
的
に
は
、
大
仏
殿
内
諸
像
は
供
養
後
の
造
立
と
な
り
、

供
養
に
間
に
合
っ
た
の
は
中
門
像
だ
け
で
あ
る
が
、
中
門
像
は
、
供
養
の
折
の
「
後
鳥
羽
天
皇
表
白
」
に
「
多
聞
持
國　

新
造
奉
安
」
と

述
べ
ら
れ（
21
）、
比
較
的
重
く
扱
わ
れ
て
い
る
。
総
奉
行
で
あ
れ
ば
面
目
を
保
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

造
像
の
奉
行
と
な
っ
た
御
家
人
た
ち
は
、
北
条
氏
を
中
心
に
仏
師
選
定
に
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
頼
朝
は
直
接
選
定
に
関

わ
ら
な
い
と
は
い
え
、
頼
朝
が
そ
の
選
定
に
承
認
を
与
え
る
よ
う
な
、
頼
朝
の
意
向
に
反
し
な
い
選
択
を
何
よ
り
心
が
け
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
文
治
年
間
以
来
の
実
績
が
あ
り
（
頼
朝
の
不
興
を
買
わ
な
い
と
い
う
意
味
も
含
め
て
）、
か
つ
南
都
復
興
で
は
興
福
寺
に
お
い

て
既
に
そ
の
力
を
示
し
て
い
た
康
慶
、
運
慶
ら
が
、
幕
府
側
奉
行
の
選
定
に
適
っ
た
と
み
る
こ
と
は
ご
く
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か（
22
）。
山
本
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勉
氏
が
述
べ
ら
れ
た
康
慶
一
門
の
規
模
の
大
き
さ
と
い
う
問
題
は
、
新
し
い
観
点
で
、
た
し
か
に
こ
う
し
た
面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
東
大
寺
復
興
の
仏
師
選
定
に
頼
朝
自
身
が
直
接
関
わ
っ
て
は
お
ら
ず
、
御
家
人
た
ち
に
任
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
彼
ら

の
立
場
に
お
け
る
選
定
基
準
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
頼
朝
自
身
と
康
慶
や
運
慶
と
の
直
接
の
関
係
は
史
料
的
に
は
見
出
せ
な

い
。
こ
の
時
点
で
康
慶
一
門
を
選
ぶ
の
は
、
文
治
年
間
初
頭
に
お
け
る
ほ
ど
消
極
的
選
択
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
御
家
人
た

ち
に
と
っ
て
実
績
が
あ
り
、
最
も
安
全
な
（
仏
師
と
し
て
の
力
量
と
い
う
面
と
頼
朝
の
承
認
が
得
や
す
い
と
い
う
両
面
に
お
い
て
）
選
択

を
し
た
と
い
う
側
面
は
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
北
条
氏
ら
有
力
御
家
人
層
と
運
慶
ら
と
の
文
治
年
間
以
来
の
関
係
の
積
み
重

ね
が
、
東
大
寺
復
興
と
い
う
大
き
な
舞
台
を
得
て
、
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
幕
府
に
よ
る
東
大
寺
復
興
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
一
章
で
は
、
幕
府
に
よ
る
支
援
の
主
体
者
は
頼
朝
で
あ
る
こ

と
、
支
援
の
仕
方
に
は
頼
朝
自
身
に
よ
る
も
の
と
頼
朝
が
御
家
人
に
請
け
負
わ
せ
た
も
の
の
二
通
り
が
あ
る
こ
と
、
頼
朝
が
直
接
行
っ
た

奉
加
の
中
身
は
、
大
仏
鍍
金
及
び
光
背
漆
箔
の
た
め
の
金
と
、
大
仏
開
眼
供
養
及
び
大
仏
殿
供
養
へ
の
米
・
金
・
絹
に
限
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
第
二
章
で
は
、
大
仏
光
背
の
仏
師
選
定
に
頼
朝
は
関
与
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
第
三
章
で
は
中
門
二
天
像
及

び
大
仏
殿
内
諸
像
の
仏
師
選
定
を
頼
朝
自
身
が
行
っ
た
と
は
思
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
、大
仏
殿
供
養
に
向
け
た
頼
朝
の
当
初
の
構
想
は
、

供
養
前
に
大
仏
殿
・
中
門
（
廻
廊
も
含
ま
れ
る
か
）
を
建
立
し
、
そ
の
安
置
仏
を
造
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伽
藍
の
中
心
部
分
を
復
興
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
定
し
た
上
で
、
中
門
二
天
像
、
大
仏
殿
内
脇
侍
像
・
四
天
王
像
の
八
軀
は
ま
と
め
て
計
画
・
注
文
さ
れ
、
担
当
仏

師
の
割
り
当
て
も
そ
の
当
初
に
決
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
幕
府
側
で
は
中
門
像
に
も
奉
行
が
い
た
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
総
奉
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行
の
よ
う
な
存
在
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
具
体
的
な
仏
師
選
定
で
は
頼
朝
の
承
認
を
得
な
が
ら
奉
行
の
御
家
人
の
意
向
が
反
映
し
た
と
思

わ
れ
る
こ
と
、
北
条
氏
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
論
じ
た
。

　

本
稿
で
は
、
東
大
寺
復
興
を
鎌
倉
幕
府
と
の
関
わ
り
に
よ
る
造
像
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
て
み
た
。
し
か
し
、
幕
府
方
に
よ
る
復
興
助

成
を
寺
家
あ
る
い
は
都
の
人
々
か
ら
み
れ
ば
、頼
朝
か
御
家
人
か
の
区
別
は
な
い
は
ず
で
、全
て
頼
朝
の
、あ
る
い
は
鎌
倉
の
沙
汰
と
映
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
一
面
の
真
実
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
中
門
像
以
降
の
巨
像
制
作
を
康
慶
一
門
が
独
占
し
た
の
は
、
文
治
年
間
以
来

の
関
係
を
有
し
て
い
た
鎌
倉
幕
府
が
助
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
見
方
は
、
大
筋
で
は
、
な
い
し
寺
家
や
都
人
か
ら
み
れ

ば
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
い
わ
ば
、
西
の
視
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
を
幕
府
の
側―

東
の
視
点―

か
ら
見
る
と
、
別
の
見
方

を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
筆
者
は
近
時
、
北
条
時
政
が
願
成
就
院
像
に
運
慶
を
用
い
た
折
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
頼
朝
が
勝
長
寿
院
造
仏

に
成
朝
を
起
用
し
た
の
は
彼
が
定
朝
嫡
流
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
た
め
、
頼
朝
の
怒
り
を
買
う
こ

と
を
警
戒
し
、
成
朝
は
避
け
て
敢
え
て
傍
流
の
仏
師
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
そ
の
中
で
も
成
朝
が
無
位
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
て
僧
綱
位

を
有
し
て
い
た
康
慶
は
避
け
、
そ
の
子
息
で
あ
る
運
慶
に
落
ち
着
い
た
、
と
推
定
し
た（
23
）。
頼
朝
と
時
政
と
で
は
、
判
断
に
至
る
過
程
と
そ

の
基
準
が
根
本
的
に
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
決
し
て
幕
府
内
の
全
員
が
平
等
で
も
な
け
れ
ば
考
え
を
同
じ
く
す
る
わ
け
で

も
な
い
。
頼
朝
及
び
幕
府
を
構
成
す
る
様
々
な
人
々
は
、そ
の
身
分
も
立
場
も
考
え
方
も
判
断
基
準
も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

幕
府
の
関
わ
っ
た
造
像
を
よ
り
精
密
に
、
な
い
し
現
実
に
即
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
造
像
及
び
展
開
の
実
態
が
見
え
て
来

る
も
の
と
考
え
る
。
東
大
寺
復
興
造
像
に
お
い
て
も
、
具
体
的
に
仏
師
選
定
を
行
っ
た
の
が
頼
朝
自
身
で
あ
っ
た
の
か
、
御
家
人
に
裁
量

部
分
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
、
後
者
の
部
分
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
前
後
の
彫
刻
史
も
よ
り
理
解

し
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

運
慶
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
康
慶
一
門
の
繁
栄
は
、
文
治
年
間
以
来
東
大
寺
復
興
に
至
る
十
年
余
り
に
わ
た
り
、
幕
府
と
い
う
よ
り
、
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正
確
に
は
御
家
人
達
と
密
接
な
関
係
を
築
い
た
こ
と
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
頼
朝
没
後
も
運
慶
一
門
が
幕
府
に
重

く
用
い
ら
れ
る
の
も
、
北
条
氏
ら
御
家
人
達
と
の
こ
う
し
た
幾
多
の
経
緯
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）　

山
本
勉
「
鎌
倉
時
代
初
期
の
幕
府
関
係
の
造
像
と
仏
師
」（『
清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
五
三　

二
〇
〇
五
年
一
二
月
）。

（
2
）　
「
武
士
等
ウ
チ
マ
キ
テ
ア
リ
ケ
ル
、
大
雨
ニ
テ
ア
リ
ケ
ル
ニ
、
武
士
等
ワ
レ
ハ
雨
ニ
ヌ
ル
ル
ト
ダ
ニ
思
ハ
ヌ
ケ
シ
キ
ニ
テ
、
ヒ
シ
ト
居
カ
タ
マ

リ
タ
リ
ケ
ル
コ
ソ
、
中
々
物
ミ
シ
ラ
レ
ン
人
ノ
タ
メ
ニ
ハ
ヲ
ド
ロ
カ
シ
キ
程
ノ
事
ナ
リ
ケ
レ
」
と
あ
る
。

（
3
）　

拙
稿
「
成
朝
、
運
慶
と
源
頼
朝
」（『
日
本
橋
学
館
大
学
紀
要
』
三　

二
〇
〇
四
年
三
月
）
及
び
「
願
成
就
院
の
造
仏
と
運
慶
」（『
金
沢
文
庫

研
究
』
三
一
四　

二
〇
〇
五
年
三
月
）。

（
4
）　

五
味
文
彦
氏
は
、
院
尊
の
起
用
を
九
条
兼
実
の
意
向
と
さ
れ
て
い
る
。

　
『
大
仏
再
建
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
五
六　

一
九
九
五
年
九
月　

講
談
社
）。

（
5
）　

毛
利
久
「
東
大
寺
復
興
に
お
け
る
重
源
と
奈
良
仏
師
」（『
仏
師
快
慶
論
』　

一
九
六
一
年
一
〇
月　

吉
川
弘
文
館
）。

（
6
）　

武
田
信
義
は
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
三
月
九
日
に
没
し
た
記
事
が
あ
る
（『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）。
し
か
し
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
建
久
年
間
に

も
信
義
は
登
場
す
る
。
こ
の
矛
盾
は
、『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
四
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
）
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
五
味
文

彦
氏
は
、
文
冶
二
年
は
正
治
二
年
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
注
4
書
終
章
）。

（
7
）　

堀
池
春
峰
「
東
大
寺
年
表
」（『
秘
宝　

東
大
寺
』
上　

一
九
六
九
年
十
一
月　

講
談
社
）
で
は
、「
頼
朝
、
大
仏
脇
侍
・
四
天
王
像
を
有
力
御

家
人
に
割
り
当
て
て
願
主
と
し
、
戒
壇
院
の
再
建
を
も
急
が
せ
る
。」
と
さ
れ
る
。

（
8
）　
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
四
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
）。

（
9
）　

た
だ
し
、
廻
廊
が
大
仏
殿
供
養
ま
で
に
完
成
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
か
で
な
く
、『
奈
良
六
大
寺
大
観
九　

東
大
寺
一
』（
一
九
七
〇
年
一

〇
月　

岩
波
書
店
）
で
は
「
四
面
廻
廊
代
」「
南
東
西
廻
廊
代
」
な
ど
の
語
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
未
完
成
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

田
邉
三
郎
助
『
運
慶
と
快
慶
』（
日
本
の
美
術
七
八　

一
九
七
二
年
一
一
月　

至
文
堂
）。

（15）162



建久期の東大寺復興造像と鎌倉幕府

（
11
）　

田
邉
三
郎
助
前
掲
注
10
書
。

（
12
）　

前
掲
注
１
論
文
。

（
13
）　

上
横
手
雅
敬
「
東
大
寺
復
興
と
政
治
的
背
景
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
五
三　

一
九
九
九
年
一
月
）。

（
14
）　

仏
師
選
定
が
大
仏
殿
供
養
後
の
建
久
七
年
頃
に
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
頃
の
頼
朝
は
も
は
や
東
大
寺
復
興
へ
の
関
心
は
冷
め
て
い
る
の

で
、
仏
師
選
定
に
指
示
を
出
し
た
と
は
な
お
さ
ら
考
え
に
く
い
。

（
15
）　

浅
井
和
春
・
浅
井
京
子
は
、
大
仏
殿
完
成
ま
で
は
こ
れ
ら
の
巨
像
に
着
手
し
よ
う
が
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　

浅
井
和
春
・
浅
井
京
子
『
東
大
寺
Ⅱ
』（
日
本
の
古
寺
美
術
七　

一
九
八
六
年
九
月　

保
育
社
）。

（
16
）　
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
五
月
二
日
条
。

（
17
）　

同
年
三
月
二
十
一
日
に
那
須
野
へ
出
発
、
二
十
五
日
に
武
蔵
国
入
間
野
で
追
鳥
狩
、
四
月
二
日
に
那
須
野
に
入
り
、
二
十
三
日
に
終
え
た
。

（
18
）　
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
三
月
十
五
日
条
。

（
19
）　
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
四
月
二
十
三
日
条
。

（
20
）　
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
三
月
二
十
一
日
条
。

（
21
）　
『
続
要
録
』
供
養
篇
末
。

（
22
）　

成
朝
は
建
久
五
年
九
月
二
十
二
日
の
興
福
寺
金
堂
供
養
ま
で
は
生
存
が
確
認
で
き
る
。
御
家
人
た
ち
に
と
っ
て
、
成
朝
は
避
け
る
と
い
う
こ

と
も
選
定
に
お
け
る
一
つ
の
基
準
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
23
）　

拙
稿
前
掲
注
３
。
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十
二
世
紀
を
中
心
と
し
た
鎌
倉
幕
府
の
東
大
寺
復
興
支
援

和
暦

西
暦

月
日

幕
府
関
係
の
支
援

主
な
事
項

養
和
元

一
一
八
一

10
・
6

大
仏
の
螺
髪
を
鋳
造
（
玉
葉
・
続
要
録
）。

寿
永
元

一
一
八
二

7
・
23

重
源
、
陳
和
卿
と
大
仏
鋳
造
を
論
ず
（
続
要
録
）。

寿
永
二

一
一
八
三

2
・
11

大
仏
右
手
を
鋳
造
（
続
要
録
）。

4
〜
5
月

大
仏
頭
部
鋳
造
（
4
・
19
〜
5
・
18
）（
玉
葉
、続
要
録
）。

元
暦
元

一
一
八
四

1
・
5
頃

大
仏
左
手
鋳
造
終
わ
る
（
玉
葉
）。

4
・
3

頼
朝
、
伊
賀
鞆
田
荘
を
東
大
寺
に
返
付
（
平
安
遺
文

四
一
四
七
）。

6
・
23

造
寺
長
官
藤
原
行
隆
、
兼
実
に
頼
朝
の
大
仏
滅
金
料
の

黄
金
千
両
奉
加
を
語
る
（
玉
葉
）。

7
・
2

大
江
広
元
、
秋
の
頼
朝
上
洛
と
金
の
寄
進
を
約
す
御
教

書
を
東
大
寺
に
奉
ず
（
共
に
延
期
）（
東
大
寺
文
書
四

ノ
七
〈
平
安
遺
文
四
一
五
八
〉）。

文
治
元

一
一
八
五

3
・
7

頼
朝
、
東
大
寺
修
造
料
と
し
て
米
一
万
石
、
沙
金
千
両
、

上
絹
千
疋
を
重
源
聖
人
に
送
る
（
吾
妻
鏡
）。

南
都
衆
徒
に
書
状
で
修
造
の
旨
趣
を
述
べ
る（
吾
妻
鏡
、

東
大
寺
雑
集
録
）。

8
・
28

大
仏
開
眼
供
養
（
玉
葉
、
続
要
録
）。

文
治
三

一
一
八
七

3
・
4

頼
朝
、
周
防
国
地
頭
に
東
大
寺
造
営
材
木
運
搬
へ
の
協

力
を
命
ず
（
吾
妻
鏡
）。

3
・
16

頼
朝
、
院
に
材
木
の
杣
出
し
の
円
滑
化
や
勧
進
促
進
の

沙
汰
を
願
う
（
鎌
倉
遺
文
二
一
九
）。
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4
月

頼
朝
、
藤
原
秀
衡
に
大
仏
鍍
金
の
た
め
三
万
両
の
進
上

を
命
ず
る
よ
う
朝
廷
に
求
め
る
（
玉
葉
9
・
29
条
）。

9
・
8

頼
朝
、
御
家
人
の
佐
々
木
高
綱
が
力
に
な
る
こ
と
を
重

源
に
伝
え
る
（
鎌
倉
遺
文
二
六
一
）。

文
治
四

一
一
八
八

2
・
18

頼
朝
、
東
大
寺
修
造
に
つ
い
て
殊
に
重
源
に
合
力
す
べ

き
こ
と
を
中
納
言
経
房
に
申
し
渡
す
（
吾
妻
鏡
）。

3
・
17

頼
朝
、
重
源
の
求
め
で
材
木
運
搬
へ
の
諸
御
家
人
の
協

力
を
求
め
る
院
宣
を
請
う
（
吾
妻
鏡
）。

文
治
五

一
一
八
九

4
・
7

頼
朝
、東
大
寺
領
伊
賀
国
鞆
田
荘
の
地
頭
職
を
停
止（
鎌

倉
遺
文
三
八
〇
）。

建
久
元

一
一
九
〇

10
・
19

大
仏
殿
上
棟
（
吾
妻
鏡
、
玉
葉
、
造
立
供
養
記
）。

建
久
二

一
一
九
一

閏
12
・
9

頼
朝
、
畿
内
・
西
海
の
地
頭
に
佐
々
木
高
綱
を
奉
行
と

し
て
明
年
中
に
柱
材
四
十
八
本
を
運
搬
す
る
よ
う
命
ず

（
吾
妻
鏡
）。

建
久
三

一
一
九
二

12
・
29

頼
朝
、
佐
々
木
定
綱
に
周
防
国
か
ら
の
材
木
運
搬
を
重

ね
て
催
促
（
吾
妻
鏡
）。

建
久
四

一
一
九
三

3
・
2

頼
朝
、
周
防
国
地
頭
に
東
大
寺
造
営
料
米
に
つ
い
て
の

精
誠
を
命
ず
（
吾
妻
鏡
）。

建
久
五

一
一
九
四

3
・
12

大
仏
光
背
制
作
始
ま
る
。
大
仏
師
法
印
院
尊
、
弟
子
六

人
（
法
眼
院
實
、
法
橋
覚
朝
、
法
橋
院
圓
、
法
橋
院
範
、

法
橋
院
俊
、
法
橋
院
康
）、
小
仏
師
六
十
人
（
続
要
録
）。

3
・
22

頼
朝
、
大
仏
御
光
料
（
漆
箔
）
の
砂
金
二
百
両
を
仏
師

院
尊
に
下
す
た
め
、
京
都
へ
送
る
（
吾
妻
鏡
）。

5
・
10

頼
朝
、
大
仏
御
光
料
（
漆
箔
）
の
砂
金
百
三
十
両
を
京

都
の
一
条
能
保
へ
送
る
（
吾
妻
鏡
）。
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建久期の東大寺復興造像と鎌倉幕府

6
・
28

頼
朝
、
大
仏
殿
内
脇
侍
・
四
天
王
像
造
立
及
び
戒
壇
院

造
営
の
遅
引
を
奉
行
の
御
家
人
に
催
促
す
る
（
吾
妻

鏡
）。

12
・
26

中
門
二
天
造
立
始
め
。
多
聞
天
は
快
慶
、
持
国
天
は
定

覚
（
続
要
録
）。

建
久
六

一
一
九
五

1
・
17

中
門
上
棟
（
玉
葉
）。

3
・
10

頼
朝
一
行
、東
大
寺
（
大
仏
殿
）
供
養
の
た
め
参
着
（
玉

葉
、
吾
妻
鏡
）。

3
・
11

頼
朝
、
米
一
万
石
、
黄
金
千
両
、
上
絹
千
疋
を
奉
加
。

ま
た
、
馬
千
疋
を
東
大
寺
へ
奉
納
（
吾
妻
鏡
）。

3
・
12

頼
朝
、
大
仏
殿
供
養
に
臨
席
、
軍
兵
数
万
警
護
（
吾
妻

鏡
、
玉
葉
、
続
要
録
）。

勧
賞
に
よ
り
、
運
慶
、
法
眼
位
を
授
け
ら
る
（
康
慶
譲
）

（
続
要
録
）。

建
久
七

一
一
九
六

6
・
18

大
仏
脇
侍
像
造
立
始
め
（
8
・
27
ま
で
）。
如
意
輪
は

定
覚
と
快
慶
、
虚
空
蔵
は
康
慶
と
運
慶
（
鈔
本
要
録
、

続
要
録
、
造
立
供
養
記
）。

8
・
27

大
仏
殿
内
四
天
王
像
造
立
始
め
（
12
・
10
ま
で
）。
持

国
運
慶
、
増
長
康
慶
、
多
聞
定
覚
、
広
目
快
慶
。（
鈔

本
要
録
、
続
要
録
、
造
立
供
養
記
）。

コ
ノ
年　

宋
人
石
工
字
六
郎
ら
四
人
、
石
造
の
大
仏
殿

内
脇
侍
・
四
天
王
、中
門
石
獅
子
造
立
（
造
立
供
養
記
）。

建
久
八

一
一
九
七

2
・
29

鎮
守
八
幡
宮
上
棟
（
要
録
、
東
大
寺
八
幡
験
記
）。

4
・
28

戒
壇
院
金
堂
建
立
（
8
・
28
ま
で
。
造
立
供
養
記
）。

正
治
元

一
一
九
九

1
・
13

頼
朝
没
（
百
錬
抄
、
猪
隅
関
白
記
、
明
月
記
）。

６
月

南
大
門
上
棟
（
別
当
次
第
、
南
無
阿
弥
陀
仏
作
善
集
）。
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建
仁
元

一
二
〇
一

12
・
27

快
慶
作
僧
形
八
幡
神
像
開
眼
供
養
（
像
内
銘
）。

建
仁
三

一
二
〇
三

10
・
3

南
大
門
仁
王
像
開
眼
供
養
（
別
当
次
第
、
続
要
録
）。

11
・
30

東
大
寺
供
養
（
続
要
録
、
明
月
記
、
百
錬
抄
等
）。
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